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　江戸大伝馬町一丁目に数軒の店を構える松坂長
谷川家の文書目録が刊行され、追加調査も進行中
である。長谷川家文書の全体像もまもなく明らか
になるだろう。同家については北島正元氏の『江
戸商業と伊勢店』を初め研究が進んでいる（１）。
とは言え、まだ明らかにされていない部分も多く、
本稿ではこれまで紹介されていなかった史料を紹
介しつつ、木綿店をめぐる問題に検討を加えてみ
たい。
　長谷川家文書は松坂本家に残されたもので、木
綿問屋としての商業活動に関する史料は、決算帳
簿・書状を除くとさほど多くはない。それは本家
の機能が江戸店の管理に特化していたことに由来
する（２）。そのため買次問屋や積問屋・廻船など
伊勢に存在する取引先に関わる史料はほとんど残
されていない。ここに紹介するのは一件書類とし
て一括保存されていた、真栄丸芳兵衛船に関する
史料である。江戸店から送られてくる書状と菱垣
廻船への融資に関するものを除くと、廻船に関わ
る史料はほとんどないといってもよい。この一件
が伊勢で処理しなければならないものであったた
め、例外的に残っていたものと考えられる。
　木綿問屋は近世を通じて廻船の事故防止や不正
取締を課題としてきた。大伝馬町組・白子組とも
廻船仲間と種々の取り決めをかわし、その対策に
当たってきた（３）。それは一定の成果をあげたよう
であるが、幕末維新期にどの程度機能していただ
ろうか。真栄丸芳兵衛船一件は不正処理に関わる
ものであるが、その実態を知ることのできる貴重
な史料である。主な史料の翻刻を末尾に紹介する。

１　長谷川家の概略
　長谷川政幸は一族の長谷川東家布屋の支配人を
勤めたあと 1675 年（延宝３年）独立し、木綿仲
買丹波屋をはじめ、1686 年（貞享３年）問屋と

なった。その後本店の拡大とともに分店を開き、
19 世紀には大伝馬町一丁目に本店・新店・向店
を構え、分家である南家亀屋と西家戎屋も同町に
店を開いていた（４）。この５店はそれぞれ独立経
営を行うものの、その決算帳簿を本店・新店・向
店のグループ、亀屋・戎屋のグループで確認しあ
い、かつもう一方のグループが奥書してから５店
まとめて本家に送付している（５）。監督を行う勤
番の者は店を越えた権限を持っていたようで、取
引のかなり細かな点まで、各店で了承しあってい
たものと考えられる。
　1836 年（天保７年）三河平坂外山店を合併す
るが（６）、この店は江戸５店とは異なり、買次問
屋として三州木綿を円滑に江戸に送る役割を担っ
ていた。1751 年（宝暦元年）松坂本家は木綿の
仕入をやめ、それ以降江戸店の管理的立場にあっ
たが、外山店を持つことは経営内容の拡張である。
ただし外山店の経営も支配役に任されており、本
家が管理する点は江戸店と変わりがない。江戸店
の支配役が伊勢から派遣されるのに対し、外山店
は平坂の者が支配役に任じられることもある（７）。
算用帳簿には松坂から派遣された人物が加判とし
て署名しているが、勤番として常勤していたかは
未詳である。江戸店支配役や勤番の交代など江戸
５店と松坂の間での人の行き来は頻繁であり、平
坂にしばしば立ち寄っているので、情報交換・監
督はその折にもなされたと考えられる。
　買次の掌握について北島氏前掲書に丹波屋五助
の例が紹介されている。丹波屋五助は1841年（天
保 12 年）６月に長谷川５店へのみ出荷する買次
問屋として大伝馬町組に了承された。同じ時に玉
垣村川喜田重兵衛も川喜田店へのみ出荷すること
が了承されているので（８）、ほかの店も買次問屋
を傘下に置こうとしていたかもしれない。おそら
く長谷川家が平坂店を合併したことを契機として
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いるのだろう。丹波屋五助は長谷川店支配役や勤
番を勤めた者で、松坂魚町二丁目に店を構えてい
る（９）。実はその以前同じ別家の江島長谷川新兵
衛が北組買次問屋であった（10）。長谷川家文書「別
家履歴」に "初代新兵衛退役后木綿買次商ヲ創ム "
とあり、1774 年（安永３年）没となっている。
その後も新兵衛の悴は長谷川店に勤め、退役後買
次店を継ぐことになる。四代新兵衛の時逼塞とあ
り、1853 年（嘉永６年）買次問屋株を担保に長
谷川家より 1000 両借用（11）、1855 年（安政 2年）
に没しているので、少なくとも天保から嘉永にか
けて買次問屋を２軒別家という形で有していたこ
とになる。経営自体は長谷川家から独立している
とはいえ、資金融通を長谷川家から受けるなど、
長谷川家傘下であることに違いはない。長谷川家
では地元松坂周辺からのみでなく、白子周辺から
も多数の奉公人を雇っている。それは白子周辺の
木綿流通に影響力を持ちたいという意向があった
からではないだろうか。
　その結実とも言えるのが、角谷半右衛門である。
新兵衛とともに代々長谷川家の奉公人を勤めてき
たが、弘化頃から木綿の積問屋業務を行っており、
株仲間再興後の大伝馬町組白子・江島積問屋に河
合仁平次とともに指定されている（12）。長谷川家
は別家というものを通じて木綿流通の主要部分を
押さえていく手法を取っていたわけである。

２　木綿問屋と廻船
　廻船に対する圧力を増すために、問屋仲間はそ
の資金力を活用した。大伝馬町組では「町金」「運
賃積」「家別」という３種の資金源を用意し、廻
船に作事資金を融通した（13）。前２つは積立金で、
「家別」はその都度組内の店が融通したものと考
えられるが、どれから出すか、どの店から出すか
どのように決めたのかは未詳である。佐久島松本
家幸栄丸の場合、町内拝借金 150 両 ･ 長谷川亀
屋 125 両 ･ 長谷川戎屋 125 両 ･ 河合仁平次 125
両･松本久左衛門125両となっている（14）。「古帳」
に記載された例では「町金」だけの船も、「家別」
だけの船もあり、どのように出資するかという規
定があるわけではなく、その都度話し合って決め

たと考えられる。
　拝借願は廻船問屋 ･積問屋を通じて仲間に提出
されるのだから、個々の廻船は仲間への金銭的従
属を負うことになるが、この「家別」から出資さ
れた場合、個々の木綿問屋の圧力も受けることに
なる。長谷川家がどの程度廻船に出資していたか
は未詳であるが、木綿流通全般に影響力を持とう
としていたことを考えると、かなり積極的に出資
していたのではないだろうか。　　

３　真栄丸芳兵衛船一件
　1871 年（明治４年）２月豆州沖で遭難した真
栄丸は木綿 11 個等を刎ね捨てたと申告した。一
旦はそれで決着したが、その後その 11 個は初め
から積入れていなかったことが判明、木綿の返却
を求める小津清左衛門と長谷川次郎兵衛は、木綿
を預かったという大湊真屋彦吉方と交渉するが、
取り戻せず度会県へ出訴した。しかし真屋彦吉の
行衛がわからず、願下げ同様となり、荷物も弁償
もあきらめざるをえなかった。
　この一件の史料は長谷川家文書抽 4-6-4 に 30
点が一括されているほか、501-14 の中に数点、
抽 3-4 の中に数点残されている。501-14 の一括
袋には「真栄丸芳兵衛船不正筋書記類」とあるの
で、もともとは抽 4-6-4 もこの袋の中にあった
と思われる。
　史料１は、真栄丸芳兵衛船の不正が発覚してか
ら度会県へ出訴、願下までの経緯を簡略に示した
もので、この一件に関して方々とどのようなやり
とりがあり、誰が関わっていたかがわかる。
　まず人物名を整理しておこう。江戸木綿問屋仲
間から子浦に派遣されたのははじめ小津清左衛門
代祐介、交代して紅屋市蔵。大湊の探索には被害
のあった問屋、長谷川店から坪井惣右衛門・小津
店から渥美半兵衛・田端屋から佐兵衛、そして白
子積問屋河合仁平次・角屋半右衛門から武兵衛が
派遣された。河合仁平次からは太兵衛も派遣され
ている。長谷川代坪井惣右衛門は一志郡須賀村の
者で、1866 年（慶応２年）向店勤番を退役し、
実家を継いだ。長谷川家との関わりは続いている
が、松坂での詰番を勤めた様子はない（15）。また
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小島屋松田伊八という名も見えるが、1860 年（万
延元年）退役後松坂西町に実家を興し、本家日勤
となった人物である（16）。この伊八が松坂での取
りまとめを行ったと考えられる（東京行事宛の書
状も伊八が認めた可能性が高い）。荒荷方からは、
中条代与兵衛・鳥居代清兵衛が派遣されている。
そのほか横浜桑名屋代万右衛門も派遣されたよう
である。度会県への出訴に際しては松坂市長三井
宗十郎が添翰し、代佐波伊平が出張している。
　次に日付を逐って経緯を整理しておこう。
1870 年（明治 3年）12 月 9日　真栄丸四日市・
桑名・津・白子で荷物を積み込み出帆、小津伊
勢屋16個・長谷川向店７個・長谷川本店６個・
田端屋本店２個 ･田端屋新店２個の木綿を積む
（史料１・８）
1871年（明治4年）1月晦日　真栄丸安楽島出帆
2月 2日　真栄丸遠州沖で遭難、豆州子浦入津
4月　泰平丸清次郎の協力を得て木綿 11 箇は芳
兵衛より大湊真屋彦吉方に預けたことをつきと
める（史料３・４）
5月 10 日　木綿方 3名（田端屋を除く）大口よ
り佐久島へ出張、泰平丸清次郎船を尋ねるが留
守、松本久三郎の協力で芳兵衛兄忠三郎に面会
するが在所へは立ち寄っておらず事情不明との
回答（史料５）
5月 13 日　忠三郎を伴い佐久島出帆、大湊着
　（史料５）
5月 24 日　度会県へ願書提出（史料６）
5月 28 日　度会県より相手返答を聞かされる、
彦吉行衛不明ではどうしようもない旨申渡され
る（史料７）
6月 2日　度会県へひとまず帰宅する旨届
6月　荒荷方と振勘定（史料９）
6月 4日　江戸和歌山藩邸より呼出あり、事情説
明（史料８）
6月 14 日　木綿方出張等経費勘定
　荒荷方は神社万屋嘉右衛門方にて手懸かりがあ
る由にて探索を続けたようであるが、少なくとも
7月までは特に情報は得られなかったようである。
　一件の示す問題点を検討してみよう。まず第一
に荒荷方との関係である。木綿問屋は難船の際そ

の処理を木綿とそれ以外の荷と別に勘定を行って
きた。そのため、この一件のように訴訟沙汰に
なった時、それぞれ別個に訴え出なければならな
かったことが判る。それぞれが独自に探索を行
い、場合によっては情報の共有も行われるが、必
要とみなされる場合のみと捉えていたと考えられ
る。それは木綿方により強く見受けられるようで
ある。５月 22 日に認めた江戸への書状下書（抽
4-6-4-11）の一節に次のように記されている。

一�、兼々御案内被下候中条代与兵衛殿・鳥居代清
兵衛殿両人過十七日昼前△御見へ立寄、是よ
り妙見町十文字屋五兵衛泊り与被申、外ニ浜桑
名屋代万右衛門殿供壱人召連四人与申事ニ御座
候、同十九日桑名積問屋内田佐藤両家も出張之
由、川合より被申遣候、乍去是者立寄不申候、
自然探索ニ取懸り可申筈、荒荷方より白子積問
屋代武兵衛殿を留主中不思儀をかけ何れニ而歟
作島抜かけ聞糺し、殊の外立腹由川合より武兵
衛殿出逢迄手代り壱人差出し可申事被申立、
仲間自愛ニ無余儀其意ニ応し名代被遣候由、真
屋彦吉親類共も投出しニ而不得止事十九日山田
江出向県近辺江止宿被成之由、 小兵衛様始メ
相談ニ而当地出庁所より御添鑑申請へき事ニ相
成、出役度会県江願立ニ付置候、尤貴地七日出
十三日出出役出立跡ニ来状故篤与御披見被成候
而芳兵衛清二郎自筆証拠簾認メ込御地頭江文言
御呑込（文章はここで終わっている）

　佐久島へ情報収集に木綿方が出かけたことを荒
荷方は抜け駆けと避難、積問屋がその調停に当
たっている。この一件では、史料４下線部②のよ
うに泰平丸清次郎が、荒荷方へは秘密にしてくれ
と芳兵衛より頼まれている。そのため荒荷方と表
面的な協力しかしなかったのかもしれないが、も
ともと木綿方と荒荷方がさほど協力しあわないと
いうことを知っていたからそう頼んだとも考えら
れる。
　とはいえ、荒荷方と悶着を起こすのは避けたい
という意向は繰り返し述べられている。荒荷方も
矛を収め、別振勘定を無事終えた。荒荷方には津
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の中条店が入っている。田端屋があまり積極的に
動いていないようなのは、中条店との悶着を懸念
してのことかもしれない。
　木綿問屋仲間行事と被害にあった長谷川・小津
との間にも差異が見られる。多少の損害には目を
つぶり八方丸く収めようとする行事に対して、史
料９下線部分のように弁銀を得られるものならば
追求したいという意向を伝えている。打ち捨てて
おけば今後のためによくないという考えもあるだ
ろう。しかし度会県への出訴もうまく行かず、ま
た韮山役所への配慮を求める行事に従わざるをえ
なかったものとみられる。
　真栄丸芳兵衛船に木綿を積んだことも問題であ
る。佐久島で芳兵衛船は身体宜しからずと船を降
りた水主がいることが判明している（17）。不正が
露顕してからの情報であるから、事前にそれを知
ることができたかどうか微妙なところではある
が、佐久島松本久三郎の船は白子廻船に所属して
おり、頼めば久三郎から何らかの情報は得られた
のではないだろうか。積んだ木綿はわずか 33 箇
ではあるが、木綿を積んでから２か月近くも出帆
しないなどとは、白子廻船ならば本来あってはな
らないことである。
　また、史料４下線部①にある片船とは何だろう
か。この文面からすると、真栄丸と泰平丸はセッ
トで木綿問屋と関係を持っているようである。し
かも荒荷方ではセットではないと言っており、同
じ船が木綿方と荒荷方と別の掌握のされ方をして
いることになる。ひとつ考えられるのは、木綿の
積荷を真栄丸・泰平丸で分割して積み込んだが、
荒荷は分割したものではない、それを木綿は片船
という表現で示したという場合である。泰平丸の
運航状況を木綿方で把握していなかったが、白子
廻船では考えられないことである。真栄丸・泰平
丸ともに白子廻船ではないにも拘わらず、木綿を
積み込まざるをえなかったという事態だったので
はないだろうか。
　荷物または弁銀を回収するために、最後は訴訟
するしかなかった。しかし神宮領・旧幕領・紀州
藩領・鳥羽藩領の錯綜する地域であり、度会県も
県域を超える権限を持っていない。大湊は度会県

下であるので、木綿問屋としては真屋彦吉の親類
筋に弁償を命じてもらうことを期待したのであろ
うが、証拠がないためそれもかなわず、真屋彦吉
の探索を自力で行うよう諭されるに終わった。江
戸の行事は韮山県との関係を危惧し、安全策を取
ろうとする。激変していく公権力とどう対峙して
いくのか、手探りしている様子がみてとれる。幕
府が存在していた時であれば、人脈もあるだろう
し、仲間として圧力をかけることも紀州藩を利用
することも可能だっただろう。それができなく
なったことを痛感させられた一件だった。史料２
下線部分の鳥羽藩に召捕らえられた２人というの
が誰のことか未詳ではあるが、管轄の錯綜する地
域でのむつかしさを示す一文である。
　廻船の不正に対して長谷川家・小津家と東京行
事とも基本的にはそれまでのやり方で対処しよう
とした。それまででもうまく行かないことはあっ
ただろうが、今回は特に対処方法を講じる必要性
を感じたと思われる。史料９の中で東京行事が纔
か 400 両と述べているが、纔かの荷にこだわっ
たのは、廻船の統制をどうとっていくのか、対処
方法を模索していたからとも考えられる。

４　長谷川本家と別家
　先述したように、長谷川家は木綿商売において
買次問屋・積問屋を傘下に置いてきた。しかし独
自に廻船を持つ試みはなされていないようである
（18）。輸送部門には食い込むことができなかった
と考えた方がよいのかもしれない。買次問屋は１
軒でも江戸の需要のそれなりの部分をまかなえた
であろうが、廻船は１艘所有したからといって安
定した輸送が行えるわけではない。積問屋の掌握
までが限界であったのかもしれない。また、生産
にも関わりを持つ様子はない。製品の良し悪しを
買次問屋に伝え、良品を納入させようとするのみ
である。しかもそれは江戸店の責任であり、買次
問屋・積問屋と松坂本家は人・資金をめぐる関係
しか持たない。そのため、産地にいながら生産に
は関わらないという経営になっている。
　買次問屋・積問屋を傘下に置いたとはいっても、
平坂店をのぞいて経営には関与せず、退転に直面
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しても梃子入れするわけではない。長谷川別家か
ら買次問屋・積問屋になる者が出たのは、本家の
意向というより、江戸で実際の問屋経営を経験し
た支配役達の自発性によると考えた方がよいかも
しれない。本家と江戸店経営陣とのズレは、これ
までも指摘されているが、別家と本家との関係に
も影響しているのではないだろうか。芳兵衛船一
件でも別家である坪井惣右衛門が名代として事に
当たっている。当主が出張するわけがないのは当
然としても、諸々の報告は日勤の伊八宛であり、
東京行事からの書状も老分衆宛となっている（小
津家も同様主人の名ではない）。伊勢において別
家が重要な位置を占めているのは間違いない。本
家以外の南家（武右衛門）・西家（六郎次）でも
本家と同じく日勤の者がおり、別家の者が勤めて
いる（19）。別家の中には村田喜八が瀬戸物町で綿
糸を扱う蔵田店を経営していたように、江戸で店
を開いていた者もいる。そうした別家との関係も
含め、長谷川家の木綿取引における別家の果たし
た役割を検討していく必要があるだろう。

　以下の史料中にみえる商号
　　　 ＝小津清左衛門伊勢屋
　　　 ＝長谷川次郎兵衛丹波屋本店
　　　 ＝ で、長谷川次郎吉丹波屋向店
　　　 ＝田中次郎左衛門田端屋本店
　　　 ＝田中次郎左衛門田端屋新店
　　　△＝ の略、小津清左衛門

【史料１】　史料番号 501-14-7
　※�文中に触れられている書状等の内、長谷川家
文書で確認できるものは史料番号を付記し
た。頭に「史料」とあるものは本稿で翻字し
たものである。

（表紙）
「辛未二月二日豆州子浦難事　　
　　真栄丸芳兵衛船
　　　　　　　　諸用留　　」

�（下書が 501-14-6 にある）

　　　覚

未二月三日

一、浦状写東京より為登被遣候、左ニ

（抽 4-6-4-15）

　 �十六�　 �七ツ
　 �弐　　� �弐
　 �六
　〆三拾三箇　内拾壱箇也不足
一、東京四月廿九日郵便行事衆より老分名宛ニ被
遣候事
　右ハ五月四日来状△御見せより拝見、尤 より
取継分其御見せニ預り被成候事� （史料３）

一、同五月二日郵便行事衆より� （史料２）

　右ハ白子舟積問屋より四月廿五日便りニ東京江

御申遣し被成候返事、五月七日着、出張半兵衛
殿江相渡し申置事

五月六日
一、向店平七殿江芳兵衛船難事ニ付出張申入候所、
岩吉使坪井氏江申頼返事被遣候事

同七日
一、曽原小兵衛殿江四月廿九日・五月二日出之書
状
　右ハ渥美坪井両人より夜分御出かけ御預ケ込、
翌日渥美被参候所承知被成候事

（渥美より小島宛書状　抽 4-6-4-5）

同九日
一、川合角谷代武兵衛殿出坂被致候事
　右同日 買出し吉兵衛殿用済ニ下りニ付、行事
より二日出并ニ本店 より遣状壱通届ケさせ申
置候事

同
一、曽原氏・渥美氏・小島・大武
　右ハ渥美御宅ニ而集評申試候事、但し△御店よ
り一品さけ付被下候事

五月十日
一、作島江出張、大口かめ七殿より

但し里数拾九里計凡ケ両也上下船賃
　右ハ寅ノ刻頃より出帆之由

同
一、金三拾両也、路用宛、う
　右ハ△御見せより出金預り

同
一、金壱両弐歩也、三人出立御酒飯料、う
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　右ハ 取替

（小島より坪井宛書状抽 4-6-4-13）

同十一日
一、金弐朱也、郵便四月廿九日五月二日出、う
　右ハ十一日津より郵便遣し賃取替

同十二日
一、東京五月七日郵便十二日着致ス�（抽 4-6-4-24）
　右ハ十三日出し津より郵便小谷より上封

同十三日
一、金弐朱也、郵便五月七日出返事、う
　右ハ津より十三日出之賃取替

五月十七日
一、中条与兵衛殿・鳥居代清兵衛殿・外ニ弐人、
荒荷付出役
右ハ御店より伝言も御座候而△御見せ江立寄

（史料５・抽 4-6-4-6・抽 4-6-4-11・501-14-5）

同十六日
一、川仁太兵衛殿五月十六日午中刻頃出坂被成候
　右ハ荒荷方被断方差支被申出即時宜挨拶申付置事

同十八日
一、同店文吉殿、酉ノ上刻頃出坂
　右ハ武兵衛殿ニ出逢候迄桑名荒荷方江同道付添
可申事

同
一、東京五月十三日郵便今日相達候� （史料４）

（行事より老分宛書状抽 4-6-4-17）

（渥美より小島宛書状抽 4-6-4-18）

同十九日
一、田中家来より十九日出三人より被遣候

（抽 4-6-4-16）

　申の刻来状両人鑑札封中旁壱人御出坂申遣候、
其日帰り申付候事

五月廿日
一、渥美半兵衛殿当日昼頃帰坂致ス
　右者桑名荷物問屋風体之者両人計途中御出逢　
　被成候由、其夜より集評申、左ニ

　曽原氏　渥美氏　小しま　古川　△和兵衛殿
　　　　�但し同家江出席△より一品さけ共御恵被

下候事
　　〆

　右者御添翰頂キ可申談事治定事
　　（�史料６・抽4-6-4-27-1・抽4-6-4-28・抽3-4-31-3・�

抽3-4-23・抽3-4-24-1）

同廿一日
一、東京江十三日出郵便十八日着分返事
　右ハ廿二日認メ平岡より取継之事（抽4-6-4-11）
　�賃銭同人より取替願置候事、六月五日出坂ニ而

相渡ス

同廿二日
一、常助殿被参出願書并ニ下書船頭居所下ケ紙被
申渡候事

同
一、湊より三河屋重吉出し十七日出山田廻しニ而

今日来状、半兵衛様惣右衛門行、壱匁賃相払、
廿四日久七殿よりかり入、う� （抽 4-6-4-20）

五月廿三日
一、御添翰江両主人願書御認メ込ニ而両人代より
出願、本書市長衆より奥印、三井様代人佐羽伊
平殿御遣し� （下宿報せ　抽 4-6-4-4）

　右ハ廿五日頃出張半兵衛殿下男召連御出張之事

同廿四日
一、両家主人より願書并ニ手代両人より願立写曽
原氏江伊八より持参致ス

同廿五日
一、坪井惣右衛門帰坂、未の刻頃到着
　右より語ひ廿四日出頭致候由、伊平殿ニも辰の
刻頃御出張被申聞候、在所引取

同廿六日
一、同人未の刻頃出坂度会江出張
　右ハ荒荷鳥羽廻り武兵衛殿より程吉申別れ、五
両余勘定渡遣し板谷源蔵廿四日留守止宿、恵宝
屋藤助殿召連用弁、尤廿五日相手呼出し、朝湊
肝入之山中彦兵衛顔見かけ申候由、同日出張致ス

同廿六日
一、金拾五両也、坪井惣右衛門かし、う
　右ハ度会出張入用宛書付取置候事�（抽 4-6-4-3）

同三十日
一、荒荷方鳥居代清兵衛殿、平三郎対面
　�右ハ△御見せより送り被遣候、鳥八殿ニ茶彦吉
より買取有之候哉、探索由、尤亭主留守、噂ニ

粥見朝柄辺より被願品由、竹の内五兵衛殿又買
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東京へ御送り下店より被申聞候事、芳兵衛船
十八日ニ破船大湊円蔵船同末吉船与申者より御
心得候、茶店与兵衛殿即刻韮山江出張被成候事

同
一�、清兵衛殿より咄し荒荷凡伊万両計半分紛失、
鳥八方者伊千ケ白両之内丈白両也、滝田や音吉
貴白両者彦吉請取居候事ニ心得候
　〆
一�、荒荷出入斎吉代参を以出役衆清兵衛殿今晦日
△ 江御出被下候而、茶の実百櫃計手懸りニも
御見出し歟当所ニ鳥八殿江千三百両程彦吉より
売渡し、夫より竹の内五兵衛殿又買取探索ニ被
参候所、鳥八殿方者亭主留守且者在中親類被願
品之由被申居候事御咄しニ御座候、就而者十八
日芳兵衛請荷積又破船之由、大湊円蔵与申船子
浦隣所ニ居合過候頃乗込其噂ニ而芳兵衛船韮山
御県へ再願、水主ニ至迄御召捕、不正糺し村預
ケ可致候心得ニ而、中条与兵衛殿よし田乗船過
出立被成候由、夫ゟ清兵衛殿も当方預り御座被
成一先ヅ帰国、東京府出訴了簡歟被申居候、何
れ行事衆より難事沙汰迄爰元も不分り御心得迄
申上候、伊助より御語ひも有之候、武兵衛殿御
両人御出立後在所へも御貴文ニ御座候ハ五月晦
日井上幸七殿廿八日死去被成候

六月朔日
一�、度会県江帰宅届ケ書別紙差出し五月三十日宵
出立左ニ

　　�小津半兵衛殿・坪井惣右衛門・両積問屋代武
兵衛殿・三井宗十郎様代佐羽伊兵衛殿

　�右者早朝帰宅被成候、武兵衛殿直ニ帰在被成候、
其夜小しまも呼ニ参り出ル、佐波伊平殿宅半兵
衛惣右衛門同席ニ而一盃組候事、小兵衛殿親類
不孝不参

同二日
一、大和屋藤八殿立寄荒荷方出訴昨日神社万嘉申
立証拠鳥八調へ武兵衛殿願出候事、清兵衛殿川
崎餅五行� （抽 4-6-4-9-1）

六月二日
一、惣右衛門引取、半兵衛殿大口下五行

同
一、鑑札届ケ書帰在届ケ書� （抽 3-4-31-2）

　右ハ主人宛佐波伊平殿より取扱

同六日
一�、角半五月廿五日出立、六月四日至着、同六日
出坂致ス、芳兵衛難事心得不申請荷雇船ニ而水
揚致候事

同
一、武兵衛殿荒荷物方へ見舞旁鳥八疑念無之旨申
伝遣し置候事、西林より申入候筈

同
一、拾弐匁弐分五厘、平岡甚三郎払、う
　右ハ久七殿よりかり入廿三日出候郵便賃取替

同九日出し
一、拾壱匁五分、中井幸兵衛殿取替、う
　右ハ郵便東京行平岡上封願

同十四日
一、東京六月六日出し郵便 より半兵衛殿江行事
出十四日一見致ス、赤坂御屋しきより難事口書
被申付候間御認メニ出し被遣候事

（史料８）
（6月 13 日付東京 6日出への返事　抽 4-6-4-10）
（佐波より長谷川 ･小津宛書状　抽 4-6-4-21）　　

六月十一日手紙ニ被申遣候事
一、滝権少属・森部　氷砂糖イ白疋ヅヽ
一、佐波氏江　金五百疋包
一、常助殿　金イ白疋包
一、手代衆　金ケ白疋包
〆　�但し古川より間宮申□百疋ヅヽ十二日取計被
下候事� （抽 4-6-4-9-2・抽 4-6-4-22）

〆金四両也別紙東京行事江遣ス、う�（史料７・史料９）

同十九日
一、金三朱也　郵便小谷取継、う
　右ハ目方六め弐分十二匁遣ス

同十五日
一�、東京六月五日出し郵便半兵衛様より十五日一
見致ス、当方五月十一日十三日廿一日出三度分
御承知被下候而、四月廿九日五月二日十三日出
与被申遣候七日出ニ存候、右三度押旁被申遣候
事願下ケ被申遣候而、赤坂屋しきより差紙一条
前案内被申遣候事
　〆
一�、東京六月廿七日出郵便七月二日入手致ス、当
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方九日十九日返事にて△ 取替別紙書付配分御
披見被下候事、跡勘定書下し候ハヽ為替被遣候
様被仰下候、鳥居代清兵衛殿廿五日頃下り、是
より 店江朔日出申入候伝言御聞取与奉存候�

（史料 10・抽 4-6-4-2）

〆

七月四日改
一、金弐拾壱両弐歩ト羽書四匁七分五厘

見せ取替九口〆高、芳兵衛入用
　右ハ外ニ金三拾両也△久よりかり入

同廿九日
一、金五両也� 東京積合出役入用宛かし

七月廿九日
一、金四拾九両壱歩三朱也　惣内高入用
　�右ハ半紙冊書抜 半兵衛殿二日御下り願金イ歩
伊朱也過上共御届ケ願候、 佐兵衛殿 半兵衛
殿方ニ而立合之事

　　　　�（史料中「う」としたのは抽 4-6-4-2 の勘定書に
みられる立替金で、写したの「う」または「了」
と考えられる）

【史料２】　史料番号抽 4-6-4-14
（包紙）
「勢州
　　御老分衆中様　　　　従東京
　郵便　　　　　　貴下
　　五月二日　　　　　　　　行事」　　　　

（端裏）
「
　行司衆より
　真栄丸一条未ノ五月二日郵便七日入手十一日郵便返事」
　一筆啓上仕候、向暑之節ニ御座候得共先以其御
表
　御一統様方御揃益御勇健可被遊御座珍重之御儀
奉存候
一�、従是先便晦日出ヲ以由兵衛船難事一条浦来状
之写・捨り荷物調書壱冊加封、大湊御取調方万
端宜鋪御取計被下候様委細御願申上候得ハ、
夫々御承知被成下候御義与奉存候
一�、御地白子積問屋ゟ右一条之義ニ附先月廿五日
出之書状至着披見仕候処、鳥羽御藩ニ而両人御
召捕ニ相成候段、御藩違も有之旁以度会県御添

鑑無之候而ハ願立も六ケ敷、一ト度帰宅被致、
四日市表江願出しニ相成候旨、就而ハ勘定建今
般之義積合一同願立之事深ク御心配被下候様申
参り、扨々込入候義ニ相成、殆ト当惑仕候、斯
成行候義ハ致し方も無御坐候得共、兼而御願申
上候通、木綿之義ハ御承知も被下候通往古ゟ取
除キ義ニ御座候間、荒荷方ニ而何様被申立候而

も御取上ケ不被下、厳重ニ御談判被成下候、御
一新之折からニ者御座候得共、跡形ニ茂相成候
間、宜鋪御含御掛合可被下候、尤白子積問屋江
者右一条之義御老分衆へ委細御願申上置候間、
右御差図を以御取計可被下候様申遣候、定而為
御聞合も御座候間宜鋪御厚配被成下度奉願上
候、先者右御願迄申上度如此ニ御坐候、恐惶謹言
　　　　　　　　　　　　太物店
　　五月二日　　　　　　　行事（印）
　　勢州
　　　御老分衆中様
　　　　　　　　貴下
尚々
　�御願立之義別振勘定ニ御坐候間、積合一同之　
模様ニより別ケ条ニ而御願被下候ならでハ御　
不都合ニ御座候得ハ、可然様御取計可被下候
　　五月二日　　　　　　　　行事
　　　御老分様

【史料３】　史料番号抽 4-6-4-26

（端裏）
「
　紅市未五月四日出し子浦来状写御行事七日出し十二日入
手」
　　　浦方来状写
　四月晦日出之御状順着難有拝見仕候、迎暑之砌
ニ御座候得共先以其御表御店衆中様御揃御繁栄
奉恐寿候
一、先般度々浦方増様奉申上候処、此度委細御請
御配慮被仰付実以難有安心仕候
一�、真栄丸一条其後荒荷共為申合、何れニも穏便
之事ニ取計致し度、浦状請取候上者早々一同引
払致候、不正之義ハ村方江ハ一切不申入、元船
仮作事ニ取懸り近々出来ニ茂可相成、左候得ハ
早々元船東京廻し可致、右ニ附而ハ真栄丸船頭
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水主計ニ而ハ不安心、殊ニ無足ニ而ハ走り兼、
何哉少々下荷取集メ出帆為致度、夫ニ就泰平丸
水主壱人借受上乗相願置申候、追而元船東京江

入着可相成、其上何れ共御沙汰奉願上候積り
一�、荒荷勢州之人両人者先月之内御苦労様と申、
浦状受取候上者何れ共穏便之取計致し度、跡ゟ
取調べ上勢州御表へ出向致候間、一ト先御帰勢
可被成与申帰宅ニ相成申候
一�、鳥居清兵衛・中条与兵衛・横浜徳次郎・万右
衛門・同供之者都合五人当朔日勢地江出立相成
申候、其砌り木綿方ニ而も御同伴ト申候得共、
内実御差図相待居候義ニ附、何れ跡ゟ参り候ト
申置、併大湊江ハ御通り道故長谷川・小津・田
端屋御本家へ御立寄被下、万端宜鋪御相談之上
御取計可被下与伝言申入候、決而願状差越手紙
トハ差出し不申候、然ル処今御状之趣奉拝見候
処、勢地御本家様江早速御案内状被遊被下候趣、
是ニ而一ト先安心仕候間、即刻当浦出立帰店之
上万端申上度奉存候
一�、荒荷方江ハ極蜜ニ而泰平丸種々心配致し、勢
州大湊真屋彦吉方ニ木綿拾壱箇也慥ニ預ケ置候
ト申証書真栄丸泰平丸立合之印紙請取之置申
候、万一彦吉方ニ而荷物売払又ハ紛失致候得ハ、
急度彦吉方ゟ弁納可致趣、右彦吉方江由兵衛船
より木綿丈ケハ無相違相納くれ候様飛脚相立候
趣、彦吉身分十哉弐拾位金融者相附可申歟、彦
吉親方ハ松坂在おいづ土屋金蔵ト申相応之身柄
之者之よし、又由兵衛船迚も未タ遣イ捨候ト申
訳ケも無之、いづれ助命相願候上ハ右三人之内
ニ而返済ハ急度可相附趣泰平丸清次郎申候間、
勢地御掛合穏便厳重ニ被遊候得ハ、仮令四箇海
中捨りト申候共、是ハ偽成と被思召御掛引被遊
可被下候、若彼是彦吉方ニ而被申候得ハ、証書
御差為登可被下候、本紙之義ハ早々浦仕舞仕帰
店之上持参仕度奉存候
一�、元船之義ハ近々作事出来可被成、殊ニ斯相成
候上ハ船頭水主逃去りも仕間敷哉ニ奉愚案候、
先者右不取敢御受迄如斯ニ御座候、書外帰店之
上万々申上度奉存候、恐々謹言
　　　　　　　　　　　豆州子浦ニ而
　　　五月四日　　　　　　　紅屋市蔵　印

　　　太物店
　　　　行事衆中

【史料４】　史料番号抽 4-6-4-19

（端裏）
「
　東京市蔵より口書写未五月十三日出し十八日入手」
　　　浦方出役市蔵口書
一�、真栄丸由兵衛船難事一条風聞不宜候ニ附、先
月中豆州子浦湊江木綿方荒荷方其外諸家様積合
荷主一同并ニ廻船問屋共再出役仕候処、勢州茶
荷主并ニ積問屋代兼子浦湊江御出張ニ相成、即
刻面会致候処、勢州衆被申候ニハ由兵衛船難事
不正之趣承り候得共、慥ニ荷物預ケ有之証拠等
ハ無之、東京方ニ而万端宜敷御取計可被下候様
申居、勢州ゟ子浦迄見舞ニ参り候様子之御断ニ
而、更ニ諸相談取仕切等ハ出来兼、右ニ附東京
一同心配致、無証拠ニ而掛合も出来不申、且韮
山江申立者猶更之事、兎も角由兵衛江直談之上
与申事ニ相成、直ニ談判仕候得共一向不存趣申
居、併再応之御尋ニ附水主一同へ申談取調可申
上様申居更ニ申口不訳、然ル処泰平丸清次郎船
渡海之模様ニ而子浦湊江入船ニ相成候ヲ一同見
懸ケ、右船者同人片船之由、泰平丸ヲ相頼埒明
申度、荒荷方ゟ申入候処、清次郎船答、私義
ハ木綿店方ニ而ハ由兵衛船片船ニ候得共、荒荷
方ニ而ハ片船ト申義ハ無御座①、日和次第当浦
出帆可致様申切候ニ附、荒荷衆も致し方無之、
此義ハ御町内様ゟ与被相頼、木綿方ゟ泰平丸江

種々申聞候処、同人承知致し由兵衛江急度申談
候処、木綿之義ハ別紙之通り慥ニ預ケ有之趣、
昨十二月中大湊滞船致し居候処、真屋彦吉殿ト
申者ニ前々ゟ金子少々借用有之、右彦吉方不融
通ニ附、暫時之間何と歟工風致し呉れとの頼ニ

附、素ゟ入魂ニ致し居無拠木綿三拾三箇彦吉方
へ融通ニ貸遣し、然ル処正月ニ相成順風ニ附出
帆致し度、右貸遣し木綿返しくれ候様申入候処、
今暫之内猶予致しくれとの頼、由兵衛夫ニ而ハ
迷惑ト申入候処、左様ならバ外荷物ト入替くれ
候様再三之頼、無余義荒荷貸遣し木綿弐拾弐箇
ト入替、跡拾壱箇之所ハ荒荷ニ而ハ金高無少候
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間、暫時貸置候様頼無拠其儘ニ致し出帆致候所、
海中ニ而悪風ニ出逢、外荷物刎捨候義ニ御座候、
尤彦吉ハ至而懇意之人ニ御座候間、穏便ニ御懸
合被下候得ハ荷物相渡し可申、荷物受取ハ無之
由、右引当金子も借用無御坐候由、就而ハ木綿
拾壱箇之処七箇ト申候義ハ荒印ニ少々訳ケ有テ
之事ニ御座候、木綿方ニ而別紙受取候義ハ、荒
荷方江内蜜ニ致しくれ候様清次郎由兵衛船ゟ達
而之頼候②、右之訳ケハ木綿計元積情荷荒荷ハ
余程之不足、是弁銀迚も及間敷心配致し候義御
含置被下候様申口ニ御坐候
一�、廻船問屋鳥居代清兵衛殿ヲ以木綿方江申入候
ニハ、四箇海中捨り与申居候得共、其砌申争ひ
候而者如何哉与心配差扣居候、清次郎由兵衛船
再応相調へ候処、斯証書奉差上候上ハ、仮令海
中捨り又ハ荷物紛失仕候共、急度弁納可仕候
積り、尤夜中難風故殊ニ寄捨り等も有之哉も難
計、右ニ附荒荷方江ハ四箇捨りト申上候トとの
申口、荒荷方与兵衛殿清兵衛殿万右衛門殿供都
合四人当朔日子浦表出立、勢地へ被参候、市蔵
殿申口ニ御座候、宜敷御承引可被下候
　　　五月十三日　　　　　　　　　　行事
　　　御老分衆中様

【史料５】　史料番号抽 4-6-4-12

（端裏）
「出張三人より五月十七日大湊より出状跡廻り用済」
一筆啓上仕候、向暑之砌ニ御座候得共先以其御表
　�御主人様方奉始各々様方御揃益御勇健可被遊御
座珍重之御儀奉存候、随而当方無異儀罷在候間
乍憚此段御安意思召可被下候
一�、御表出立大口仙台屋泊り十一日昼飯頃乗舟出
帆、同夜五ツ時作ノ嶋久三郎宅へ一同無事着、
早々泰平丸清治郎舟登り込居候哉ト同人江相尋
候処、泰平丸者清水行ニ而未タ登り込不申与被
申候ニ付、桑名表江同人之送り状着之由申聞ケ
候得者、夫者先上下水揚話りト被申候故、芳兵
衛実家者如何之様子ニ候哉ト相尋候得者、元芳
兵衛ト申者当時在所ニ而親之相続忠三郎ト相成
居候ト被申候ニ付、彼是申内夜半ニ茂相成候ニ

付十二日早朝ニ久三郎以口上ヲ呼ニ遣シ候処、

只今参上ト申参り候故相待チ罷在候処、昼飯後
ニ致り候而茂参り不申候ニ付、又々以遣ヲ白子
河合仁平治殿代武兵衛被参候故早速参り可申様
申遣し候処、夕方ニ参り候故早速次第柄相尋候
処、芳兵衛儀者昨年三月以来より在所へ頓ト立
寄不申候故、一口存不申候由申居候、其外色々
込入候儀有之候得共、是者追而奉申上候、右就
而者忠三郎儀当時芳兵衛之兄ニ候得者、無逃難
儀ニ候得者、兼而御表ニ而御添心被成下候通り、
荷物受取方穏便取計イ之儀申含メ候而、同人召
連作ノ嶋十三日出帆、風並悪敷同夕方ニ大湊川
口三川屋ト申宿屋江着、早々百取屋兵吉方へ三
人着、其外芳兵衛舟ゟ兼而預ケ置候木綿荷物相
渡し可申様忠三郎ニ申遣し、就而者穏便取計イ
之儀夫々同人ゟ可申聞様差遣し候処、兵吉養子
彦吉儀何れ江参り候哉、行末相分り不申候故、
養父母老人弐人留す致居候ト被申候ニ付、左ニ

候得者彦吉家内も有之候事故、其方へ前段之趣
申聞ケ置可被成下候、何れ明日壱人同道ニ而参
り候故得ト御承知被成下候而、彦吉家内始メ新
類衆江も相談可被成候様ト申聞ケ置立帰り候事
ニ御座候、十四日朝桃取や方へ武兵衛殿并ニ忠
三郎殿両人ニ而夜前ゟ之申聞ケ続き、其外穏便
ニ事取計イ度儀心ニ落入候様、得ト及示談候処、
何れ新類始メ彦吉家内之者共へ相談致し御返じ
可申上候ト被申候ニ付、昼飯後迄相待チ罷在候
得共、何の沙駄も無之候ニ付、又々忠三郎ニ御
返じ者如何哉ト相尋ニ遣し候処、新類之者壱人
山田行ニ而留すニ付談事行届キ兼候故、明日迄
ト被申候故無余儀相待罷在候、十五日朝ゟ又々
桃取屋方へ及掛合ニ、何分老人之事故頓ト相分
り不申候ニ付、彦吉家内者鈴木清左衛門ト申者
ゟ縁組ニ相成候由故、右方へ相談及掛合ニ、彼
是手間取思話敷参り不申候、就而者同夜新類之
者山田ゟ帰宅之由申参り、最早夜半ニ相成候故
十六日朝ゟ武兵衛殿忠三郎同道ニ而沢田屋作兵
衛方へ参り、前々掛合申候儀及示談候得共、彼
是申居候而取上ケ不申候ニ付、重々利解申聞ケ
候而及掛合ニ、穏便之事済相成候得者右左之弁
利ニも相成可申事故ト申聞ケ候得者、何れ新類
衆へ相談致し御返し可申上候ト被申候ニ付、相
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去午十二月当御支配江島村出帆、東京表江乗廻し
候筈之処、沖合難風ニ逢積荷物刎捨当二月二日豆
州子浦江入津致し候付、同所江私共東京出店詰手
代共罷出御届ケ申上、韮山御県ヨリ御役人御出張
御糺ニ相成、私共仲間木綿三拾三箇之内弐拾弐箇
有之拾壱箇不足、其余積合荷物も不足仕候由ニ候
得共、右ニ而一旦浦仕舞ニ相成候儀ニ御座候、右
事済之後船頭芳兵衛ゟ出店手代共江申出候ニ者、
難船御糺し之節木綿刎捨候段申上候儀者全申紛ニ
而、実者船荷相嵩候ニ付、無余儀木綿拾壱箇者大
湊真屋彦吉方ニ預ケ有之候間、同人方ニ而請取呉
候様申出候ニ付、芳兵衛ゟ彦吉江預ケ荷物可受取
書面為認封入、右之趣東京店詰手代共ヨリ申来候
間、此程右書面を以私共并ニ白子江島積問屋河合
仁平次・角谷半右衛門両人代武兵衛召連、真屋彦
吉方江荷物請取ニ指出候所、右彦吉他行之由申立
荷物相渡し不申候付、乍恐彦吉御取調被為成下、
預り荷物速ニ差戻し候様、御理解被仰付被為下候
ハヽ難有仕合奉存候、依之奉歎訴候、已上
　　辛未五月　　　　　　　　半兵衛　印
　　　　　　　　　　　　　　惣右衛門　印
右之趣宜御裁許被成遣被下候様仕度奉存候、以上

　　　　　　　　　　　　　松坂市長
　　辛未五月　　　　　　　　三井宗十郎　印

　　度会県
　　　　御庁

【史料７】　史料番号抽 4-6-4-1

（端裏）
「未六月九日郵便行事江下書」
　一筆啓上定メ通り
一�、爰元過月廿三日出を以三人出張衆大口より作
島江渡り、元芳兵衛事当時忠三郎召連大湊彦吉
方被出向キ彼の拾壱箇渡し呉申談事候ハヽ、家
名当時桃取屋兵吉与申留守居申聞ケニ者、彦吉
三月十五日出奔妻離縁何事も示前江而已申居親
類共も同意、夫より肝入半兵衛殿利解申呉候得
共頓与取留メ無之候儀勝手ニ致べく申居、不得
止事 半兵衛殿帰坂談事被成、当出庁所江両家
主人より渡会県江訴訟可仕旨願書写封中郵便差
立申上候、御承知可被下与忝奉存候

待罷在候事ニ御座候、十六日朝ゟ又々同人方へ
両人参り候而、重々及示談ニ候得共、鈴木屋清
左衛門方之老人壱人彼是申候而、何分行届き兼
候ニ付、弥々今日村役人ゟ今一応利解申聞ケ、
穏便之事済相成可申様御取計イ之儀其外無手抜
心配罷在候事ニ御座候間、右ニ而行届不申候得
者、無余儀乍恐ニも成行可申哉ト奉存候間、実々
右様之成行御同意心配之事ニ御座候、何卒穏便
之取計イ致度ト一統心痛致、無手抜手順之相談
罷在候間、此段宜敷御承引可被成下候、就而者

右移りヲ以東京表へ文通も仕候間、是又宜敷御
承引可被下候、就而者真屋彦吉ゟ何れ江荷物瀬
取候哉相分り不申候故、舟頭芳兵衛相糺し候得
者、様子相分り可申与奉存候故、右辺之処東京
表へ文通も仕候間、夫々宜敷御含置被成下候様
奉願上候、并ニ御序之砌東京表へ右移りニ而宜
敷御文通之程奉願上候、尚兼而被仰聞候往来手
形出来ニ相成候得者、御序之砌当方へ御遣し可
被成下候様奉願上候、何れ追々成行御文通も奉
申上候得共、先者右申上度如斯ニ御座候、恐惶
謹言
　　　五月十七日　　　　　長谷川惣右衛門
　　　　　　　　　　　　　小津半兵衛
　　　　　　　　　　　　　白子代武兵衛
　　長谷川伊八様
　　小津重兵衛様
　　　　　　　　　貴下

【史料６】　史料番号抽 3-4-31-1
　　　奉御訴訟候事
　　　　　　　　　和歌山藩御支配所
　　　　　　　訴訟方　松坂本町小津清左衛門
　　　　　　　　　　　病気ニ付代　半兵衛
　　　　　　　　　右同所魚町
　預ケ品出入　同　　　長谷川次郎兵衛
　　　　　　　　　　　病気ニ付代　惣右衛門
　　　　　　　　　度会県御支配所
　　　　　　　相手方　大湊真屋彦吉
乍恐小津清左衛門代半兵衛・長谷川次郎兵衛代惣
右衛門奉申上候、私共東京出店江差送り候木綿三
拾三箇、当御県御支配所当国大湊真栄丸水主九人
乗直乗船頭芳兵衛船江積入、其余積合も多分有之、
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一�、同廿四日渡会県江市長三井宗十郎様代佐波伊
平殿御出張被下候、半兵衛惣右衛門両積問屋代
武兵衛殿出訴仕候所、御披覧ニ相成相手呼出し
追而沙汰被申渡候、則別紙願面写封中差上候、
御披見被成下候、其後廿八日御呼出し相手返答
書逸々御読渡候ニ、真屋彦吉与申者知多郡辺出
生、同所淵崎屋吉兵衛方ニ五ヶ年異前迄沖乗船
人致居候由、身持不宜故ニ暇出し元来無帳之者
ニ而其後止宿同様ニ罷在候由、又真栄丸与申船
同所ニ四百石積有之候得共、芳兵衛与申者三州
辺船人八百石積与申答出候間、彦吉江何等手懸
りも有間敷候歟被申尋候間、芳兵衛より預ケ書
付申立度事、乍去彦吉より請取無之旨兼々被申
遣候間、却而妨ニも難計、仍而書面認メ申上候
外ニ証拠与申品も無之候儀、彦吉妻同所鈴木屋
清左衛門娘事離縁与乍申、他行致候跡取計ニ被
存候間乍恐御聞糺し被下置申立候ハヽ、此儀上
江甚タ不相済事、乍去内縁与申立居間無是悲事
ニ利解被申渡候条、夫より談事試候得共手懸り
見付候ハヽ申出候様、彦吉者外尋筋ニ而探索被
成遣候由被申聞候間、別紙書面差出し一先ヅ休
足手懸出候ハヽ重而歎願申立引取、過朔日朝帰
坂被致候儀、何分相手出奔芳兵衛ニ手放居全く
馴れ合事、就而者貴地荒荷御出張中条代与兵衛
様鳥居代清兵衛殿ニ出張一同止宿面会ニ而武兵
衛殿より程能咄し合、最初より桑名荒荷打混事、
出張諸入用木綿懸り割合分金五両余勘定先方江

相渡候、是より荒荷木綿ニ不限相互ニ推而見当
り次第ニ知らせ申へく事ニ得心尽和順別れ申置
候、振勘定一条者御安心被成下候、決而跡形崩
れ不申筈、此段御衆評御口達御願申上候
一�、先月十八日夜ニ入当所も烈風ニ御座候所、真
栄丸芳兵衛船仮作事皆破船与申事、荒荷方大湊
ニ而同所円蔵末吉与申船より承知被成候由、右
船子浦辺ニ居合其後入船噂ニ御座候哉、中条与
兵衛殿よし田江乗船ニ而韮山江願達村役人江預ケ
不申而者水主ニ至迄逃去可申哉御心配、即刻出
立与申事ニ御座候、鳥居代清兵衛殿者居残り駆
引可被成候由、此頃中神社ニ而万屋嘉右衛門与

申者江彦吉より茶の実弐百俵代金弐百両也歩入
有之候由、乍去先方預り書出し不申由馴れ共、

右等品手懸り渡会県江出訴被致候由、昨今催ニ

心得候、跡々厳重ニ探索被成候噂ニ付見付次第
ニ而追々被申願候条、左候ハヽ何等自然顕れ廉
ニ寄木綿江県より御沙汰有之候筈、当分者無益
入費専一ニ考内探索而已申合試居候、荒荷迚も
届キかね若し見捨被成候ハヽ、時宜ニ応し程能
願下ケ可致候哉老分集談申居候、御賢察御差図
奉待上候、引取後即刻御達し可申上候筈、何等
手答廉も有之候而出状差立申度乍心得見送り延
日御詫申上候
一�、出張衆路用宛金三拾両也、△取替半兵衛様よ
り持参金拾五両也、 取替惣右衛門渡し、就而
者役所内蜜願筋当方振合ニ応し盆前ニ而謝儀挨
拶可仕候哉ニ心得申候、御集会御風聴被成下候、
先者右之段申上度候
　　六月九日

【史料８】　史料番号抽 3-4-24-2
　　　和歌山藩邸江口書差出し写
　　　　以書付奉申上候
一、勢州渡会郡大湊真栄丸芳兵衛船難事之始末御
尋ニ付、左ニ奉申上候
一、去午年十二月中勢州木綿買次之者木綿類三拾
三箇也買集、同国河曲郡白子浦積問や角屋半右
衛門・河合仁平次両家方江出荷被致、右芳兵衛
船江去十二月木綿積入候趣勢地ゟ申来候ニ付、
代金夫々相渡し、早春ハ荷着可相成与積合一同
相待居候処、左ニ

一、当未年二月三日出ヲ以韮山県御支配所豆州賀
茂郡子浦村名主組頭ゟ文通申来候者、勢州大湊
真栄丸芳兵衛船義、木綿荷物其外荒荷物積合、
当未正月晦日迄滞船罷在、同日志州あら嶋浦
出帆致候処、同夜遠州掛ケ塚沖合江乗掛ケ候得
者、難風ニ出逢元船難凌、依而荷物海中刎捨漸々
相凌、二月二日豆州子浦湊江入船相成候趣、同
六日東京廻船問屋南新堀二丁目鳥居忠助方江申
来、私し共へ案内有之由候ニ付、積合一同驚入
集評之上、積合惣代として小津清左衛門代祐介
与申者二月十一日出立被致、同十六日子浦湊江

着相成、韮山御出張前田少属様并子浦村名主組
頭百姓代船頭水主一同立合之上、二月十八日元
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船荷物相改見候処、内訳ケ
　　一、拾六箇　　　小津芳兵衛分
　　　　　内六箇不足、代凡弐百十両程
　　一、七箇　　　　長谷川藤七分
　　　　　内三箇不足、代凡百五両程
　　一、六箇　　　　長谷川伝兵衛分
　　　　　但し元積之通り
　　一、弐箇　　　　田端屋源兵衛分
　　　　　内壱箇不足、代凡五十両程
　　一、弐箇　　　　田端屋藤兵衛分
　　　　　内壱箇不足、代凡五拾両程
　右之通り荷物在不足取訳仕、韮山御役人江申立
候処、船頭由兵衛江御糺相成候得者、右不足分
難風之節海中江刎捨り候儀申立候ニ付、積合之
者も御答調被仰聞候ニ付、相違も有之間敷与存
浦仕舞仕、残り荷物木綿弐拾弐箇也東京江積廻
り、積合之者江引取申候
一�、右代ニ遣し置候祐助義、子浦村ニ而病気之趣
申来候ニ付、同人手代りとして市蔵与申者三月
朔日出立為致、同人子浦村着之上右祐助義三月
十日帰京仕、跡市蔵ヲ以浦方手仕舞為致、同人
三月廿五日帰店致候、然ル処右荷物捨り方何分
疑心罷在候処、勢地ニ而由兵衛船正月中荷物陸
揚致候風聞承り候ニ付、不取敢右市蔵ヲ以四月
十三日出立為致、同十八日豆州子浦村江再出張
致候処、右由兵衛船義元船痛所仮作事致居候ニ

付、船頭芳兵衛江申談、一旦全ク海中捨りニ而

事済ハ致候へ共、勢地之風聞悪敷与種々同人江

申談之跡ハ改心致候様子ニ而、全是まで者不足
分海中捨り与申上候得共、段々勘考仕候処、勢
州渡会郡大湊真屋彦吉与申者江木綿不足分慥ニ

拾壱箇預ケ置候趣与申出候ニ付、右之趣芳兵衛
より実書請取、然ル上者其浦方江可申出筈之処、
未タ荷物預ケ所不分明ニ付、一ト先帰京之上与

被存、浦方江者穏便ニ致、元船義者仮作事出来
次第東京江急度相廻し、入津次第可申出様船頭
江申付置、荷物取調之上与存五月六日子浦湊引
払、同十日市蔵義東京表江帰着ニ相成候間、積
合之者再評之上由兵衛船ゟ請取候証書加封致、
五月十三日出ヲ以勢州松坂本家小津清左衛門・
長谷川次郎兵衛方へ由兵衛船難事始末柄并ニ木

綿荷物請取呉候様申遣候処、五月廿一日出ヲ以
返書同廿六日当地着仕候、未タ木綿拾壱箇有所
不訳り之由、当取調之上案内有之趣御座候、則
由兵衛船ゟ之差出候本紙写并ニ勢□ゟ（後欠）

【史料９】　史料番号抽 4-6-4-8

（端裏）
「未六月十九日郵便行事衆へ下書」
東京行事より辛未六月五日六日出来状同十一日相
達候、十九日返事遣ス
　御表過五日六日郵便御状同十一日相達候、忝拝
見仕候、先以
一、従是先月十一日十三日廿一出を以貴地四月廿
九日先月二日十三日出ニ芳兵衛船一条ニ付入割
被仰聞候御答申上候、再念御申越候、忝文略御
免可被下候
一、右先月十一日出より廿一日出を以三人之衆大
口より作島江相渡り、自然彦吉方江荷請取ニ罷
出候実意穏便申入候所、彦吉出奔妻離縁留守居
手切挨拶ニ付、不得止事当出庁へ添鑑申請旁先
月廿日頃半兵衛殿帰坂被成、三人より衆より貴
地江出状写取御披露御取計御願申上候所、御念
答御筆労忝奉存候
一、度会県出訴ニ付出庁所御添鑑願済廿二日半兵
衛殿出立、則写書御披露御願上候、御承知被下
候、就而者相手彦吉出奔芳兵衛船にげ離れ居逃
去申而者、永の尋も不始末愚考時宜ニ寄願下ケ
可然申上候儀御念答被下候、扨芳兵衛船荒増作
事出来東京へ相廻り可申積り先月十九日大時化
元船者破損致候条、子浦村并ニ山本与市右衛門
殿より注進ニ而御相談混雑被申聞候、御廻り合
与乍申各々様御手数実ニ御苦労千万御察申上候
一、此元より申上候廉々御集会被下候所、永の尋
ニ相成候而諸入費ニも抱り、荷不足纔四百両く
らひ惣高ニ而、子浦当地計ニ而迚も足り不申、
素より穏便御沙汰御取扱被成度旨、乍去出訴明
白ニ而弁銀出来候ハヽ飽迄推而も丹誠可然筈、
迚も無覚速被存候得者願下ケ可致旨御一統様よ
り御集評被仰下候、此儀肝要場所ニ奉愚察候
一、和歌山藩邸より過日四日伝四郎殿源四郎殿御
呼出し出張被下候所、芳兵衛船難事始末御尋ニ
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御座候得共不弁故、翌五日心得居候者召連候而

罷出候儀申上、夫より引取御行事両人差江 伝
兵衛積高 由兵衛外ニ伝四郎殿市蔵殿召連御出
向キ被下候得者、口書認メ差出し可申由、同六
日御持参被下候由、則写書御封中忝一統集会拝
見仕候、暑気甚々敷御足労千万ニ奉存候、全く
当出庁より移り相廻り御尋候哉ニ奉愚察候
一、弥御公辺ニ抱り候ハヽ韮山県江出訴ニ相成候
半而者浦仕舞手板ニ後而不正筋相顕れ候ハヽ出
訴可奉申上候旨御認込、仍而外県之調へより韮
山江御達し有之候而者越度ニ相成候而者、同県
より呼出し貴地江御何沙汰も難計御心配ニ付、
呉々も願下ケ可致旨先四日御念文実ニ御尤ニ奉
存候
一、爰許過九日出を以先月廿三日出押旁廿四日渡
会県江訟訴市長三井様代佐波伊平殿御出張半兵
衛殿惣右衛門殿武兵衛殿召連願書認差出候、
其後相手返答書廿八日ニ被申渡候、逸々御請申
上候内押而願入候得共、彦吉知多郡辺之出生ニ
而当大湊無帳之者、殊ニ行衛不知れ候事、乍去
外引合も有之候得者精々尋遣し可申様、尤願人
も一先ヅ帰宿何等手懸り品見出し可申出旨被申
渡、無是悲任其意ニ引取届ケ書差出し、過朔日
帰坂被致候、仍而訟訴下書并ニ引取書共写封中
御披露御願申上候、荒荷惣振廉木綿出役衆武兵
衛殿此迄割合勘定金五両也余相渡ス、是より和
談別振得心尽故此段御安心可被下候様、荒荷与
兵衛殿事芳兵衛船去月十八日風烈ニ而元船仮作
事之所、又候再破船風聞ニ御座候、即子浦出役
水主ニ至迄村預ケ取計出張与申事、并ニ鳥居代
清兵衛殿始メ当所神やしろ万嘉ニ彦吉歩入茶の
実弐百俵金弐百両引宛手懸りニ度会県江出訴可
致旨、左候ハヽ何れ彦吉顕れ候ハヽ木綿願人江

沙汰可有之候間、暫時見送り表裏考都合ニ而願
下ケ取計可然与御相談ニ付申上候得者、定而御
承知被下候与奉存候
一、△久金三拾両也・ 金拾五両也出張入用宛、
外ニ小取替并ニ邸取扱筋盆前謝儀挨拶取計可致
旨御集会御風聴御差図被下候様廉々申上候得
者、定而御承知与忝奉存候
一、渡会県願下ケ一条韮山県公辺江願立之節妨ニ

相成候間御心配廉御尤千万ニ奉存候、兼而被仰
下候彦吉江芳兵衛方より預ケ荷拾壱箇請取ニ出
候所出奔之由、留守居より勝手ニ可致候挨拶ニ

付願立之趣意ニ相成、相手返答書を以願人江御
申渡候、仍而一先ヅ帰宿届ケ差出し置候事故改
而願下ケニ不及候旨、当藩付添人江返鑑請取帰
坂致候事故、其儀者御任せ可被下候、荒荷方も
未タ渡会県江出訴も不致候哉ニ心得候、右ニ付
是迄取扱筋江謝儀取計一応相談申上候得共、盆
後彼是混雑旁一昨日相談取計遣し置候、則別紙
御披露御願申上候、先者右御答申上度候、早々
謹言
　　六月十九日出し郵便小吉取継

【史料10】　史料番号抽 4-6-4-23
　　（包紙）
　　　「勢州
　　　　積合　　　　　　　　　　　�従
　　　　　御老分衆中　　　　　　　　東京
　　　　　　　　　尊下
　　　　郵便
　　　　　六月廿七日
　　　　　　　七月二日入手　　　　太物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　行事」

（端裏）
「東京行事より六月廿七日出郵便七月二日入手」
　過ル九日出并十九日御発し郵便貴札相達忝拝見
仕候、未た残暑厳敷御座候得共、先以其御表各
様為御揃益御勇健可被遊御座珍重之御義奉存候
一、右九日出ニ御表過月廿三日御出之押被仰下、
爰元過四日出ニ御受之書状行違御承引被成下候
半と奉存候
一、右九日出ニ弥過月廿四日渡会県江御表市長懸
り三井宗十郎様御手代佐羽伊兵衛様御出張并半
兵衛様惣右衛門様外ニ武兵衛殿被召連御出訴被
遊候処、御直覧相成相手方呼出し、追而御沙汰
被申渡一同下宿相成候、則願書之写御入封被下
慥ニ落手披見仕候、翌廿五日相手方呼出しニ相
成候哉、廿六日休日、廿七日返答書差出可申儀
ニ相見、廿八日願人呼出し大湊肝入彦兵衛より
差出候返答書御読渡被仰付条、真屋彦吉与申者
知多郡辺出生之者ニ而、同処淵崎屋吉兵衛与申
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者之方へ五ケ年以前迄沖乗船人致居候由、身
体不宜敷候故暇遣し、殊ニ帳外之者、夫ゟ無宿
同様罷在、又真栄丸与申船同所ニ四百石積船有
之候得共、芳兵衛与申者者三州辺之船頭八百石
積之由ニ心得居、彦吉事外ゟ懸り合筋も有之候
間、精々行衛探索致し遣可申馴共、何れニ歟手
懸品見当候ハヽ何時ニ而も持出探索可致候様被
申渡候間、御出張之御方ゟ彦吉妻与申者同所船
宿鈴木屋娘ニ御座候得共、離縁与申訳ケ致候得
共、彦吉三月十五日出走後之取計相見趣、左候
ハヽ御呼出乍恐御糺し被下置度押願ニ相成候得
とも、是者内縁与申事返答申出候間、御上江相
済不申義、乍去内縁与申ニ付先ツ不弁無之筈相
心得可申事御利解之由、心外ニ被思召候得共彦
吉ハ出走芳兵衛ハ場所放れ拾壱箇預ケ書申立ハ
致へく共、彦吉方ゟ預り書又ハ請取書ニ而も有
之候得者、至極気丈夫ニ御座候得共、右等無念
ニ而押而其意書付御尋御座候へ者、妨必定ニ被
存候間、別紙書届御差出し晦日宵御出立御連中
一ト先御帰坂ニ相成候由、右何れも全馴合仕事
ニ被存候得共、無是非御残念之義、就而ハ荒荷
中条代与兵衛殿鳥居代清兵衛殿始出張三人衆江

対面ニ而一ト先引取、武兵衛殿ゟ程能語ひニ而

先方得心是より互ニ探索見当品ハ知らせ合可申
事ニ武兵衛殿出席割合木綿懸り金五両余勘定相
渡、和順ニ相別れ申置候、振勘定ハ御安心可被
下候、右御老分被仰下忝逸々承伏仕候
一、過月十八日夜ニ入御表様も烈風ニ御座候所、
真栄丸由兵衛船浦方ニ而仮作事中不計皆破船与申
事、大湊ニ而円蔵末吉船同所船入津、尤両艘子
浦近辺ニ而見届咄し、荒荷方ニ而御聞取被成候由、
中条与兵衛殿吉田へ乗船、夫ゟ子浦へ御出張、
韮山江願立ニ取計、村役人預ケ水主共ニ至迄足留
申付候積御承引尤存候、即刻御出立ニ相成、此
頃清兵衛殿双方探索被致候由、手懸次第県江出
訴可被成候積り、漸々一品茶の実弐百俵神社万
嘉方ニ彦吉ゟ歩入金弐百両出金ニ相成居候由、
先方預り書出し不申、跡一ト口も見付次第出願
可被致由噂ニ御座候、左候ハヽ荒荷方ゟ自然勝
利顕れ申ハ木綿方へ御沙汰可有之筈、当分無益
之入費捨不申考第一ニ而内探索申試居候、荒荷

試無所詮見切被申候事ニ候ハヽ、其頃時宜程を
考願ひ下ケ御取計可被下候旨ニ御集評落合申義
被仰下難有承知仕候、此処何分宜敷奉願上候
一、十九日御出ニ爰元過ル五日六日を以先便被仰
下候廉々御受申上候得者、右何れも御承引被下
候旨難有奉存候、其外和歌山藩邸江罷出候義逸々
御念答并貴地九日出押書被仰下難有承知仕候
一、△久様金三拾両・ 様金十五両出張入用御立
替被下、其外御立替も御座候得共貴地出庁所夫
ゟ最寄射礼筋盆際ニ不相成候内一先ツ手切御取
計被下度、九日御出ニさし図可申上候様被仰下
候得共、格別之義も無之候ニ付其後御老分様御
申合被成下、別紙書付之通御配分御取計被成下
候旨被仰付、尚書付御入封披露可仕旨、何れ盆
前惣勘定差引書御認御送り可被下、其砌披露可
仕候様夫々御入念被仰下逸々奉承伏候、御勘定
御出来相成候ハヽ早々被仰聞度、早速披露仕為
替ニ可仕候間、此段宜敷御承引奉願上候
　先者右御受旁奉願上度、如斯ニ御座候、恐惶謹
言
　　　六月廿七日　　　　　　　　行事（印）
　　　　　　　郵便

　　勢地
　　　御老分衆中

注一覧
（１）北島正元『江戸商業と伊勢店』吉川弘文館
1975

（２）茂木陽一『長谷川家文書調査報告書』解説
（３）寛政 12年「白子組船々掟書一件」竹口文書・
年未詳「定」川喜田文書（『三重県史』資料編
近世４上所収）など

（４）新店は 1702 年（元禄 15年）、向店は 1783
年（天明３年）、亀屋は 1725 年（享保 10年）、
戎屋は 1738 年（元文３年）に開業。

（５）『長谷川文書調査報告書』目録より
（６）その経緯等は北島氏前掲書に詳しく述べら
れている。

（７）1862 年（文久２年）８月平坂店の支配役
となった重兵衛は一志郡島田村の者であるが、
1863 年（文久３年）８月支配役となった半兵
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衛は三河上町村の者、1869 年（明治２年）１
月支配役となった七兵衛は三河今川村の者であ
る。平坂店で雇用され、支配役に昇進した例で
ある。

（８）一橋大学図書館所蔵長谷川木綿店古帳 ｢指
引帳｣。帳面には川喜田重兵衛の方が前に記載
されているので、申請は川喜田重兵衛の方が早
かったかもしれない。

（９）長谷川家文書「別家履歴」
（10）1789 年（寛政元年）「仲間定大帳」野崎家
文書（『四日市市史』史料編近世Ⅲ所収）の中
で少なくとも 1791 ～ 1805 年（寛政３～文化
２年）に北組買次仲間として確認できる。

（11）長谷川家文書抽 3-1-80
（12）一色町松本家文書では 1852 年（嘉永５年）
５月の手板が初出である。

（13）一橋大学図書館所蔵長谷川木綿店古帳によ
る。

（14）一色町松本家文書 2-3
（15）長谷川家文書「別家履歴」
（16）同上
（17）長谷川家文書抽 4-6-4-11（佐久島出張報
告の下書）に「同船水主壱人老人幸ひ居合、此
者者真栄丸身体不宜故去霜月中より乗下り在所
農業而已申居」とある。

（18）実現はしなかったが津川喜田家文書には�
「太物丸雛形之絵図」が残されており、大伝馬
町組自身の廻船を所有しようとしたことがわか
る。

（19）日勤となる者には江戸店の支配役・勤番な
どを退役した者と、ずっと伊勢にいて江戸店を
経験していない者との２種類ある。


